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経営発展支援事業

初期投資促進事業

経営開始事業

経営開始直後の新
規就農者に対して
資金を交付する事
業

勝山市内に住所を
有し、就農時49歳
以下の方で、青年
等就農計画を策定
していること。その
他「地域計画」に位
置づけられている
こと、前年世帯所
得が600万円以下
であること等、別途
要件がある。

165万円×3年とす
る。ただし、夫婦で
農業経営を開始す
る場合は、上記の
事業費に1.5を乗じ
た額(1円未満切捨
て)とする。

10分の10 ― ―

経営支援事業（就
農奨励金）

就農初期の認定新
規就農者に対して
資金を交付する事
業

勝山市内に住所を
有し、就農時の年
齢が50歳以上60歳
未満の方で、認定
新規就農者である
こと。その他「地域
計画」」に位置づけ
られていること、経
営開始から３年以
内等、別途要件が
ある。

非農家出身者：180
万円/1年目、120
万円/2年目、60万
円/3年目
兼業農家出身者：
180万円/1年目
専業農家出身者：
60万円

― 2分の1 2分の1

経営支援事業（小
農具等整備奨励
金）

非農家出身の認定
新規就農者が経営
を開始する際に必
要な小農具等の整
備に対し奨励金を
交付する事業

勝山市内に住所を
有し、就農時の年
齢が60歳未満の方
で、認定新規就農
者であること。その
他「地域計画」に位
置づけられている
こと、経営開始から
３年以内等、別途
要件がある。

通常農業用に供す
る農具等で、他の
用途に使われるこ
とのないものであ
り、かつ一農具等
の事業費が150万
円以内のもの。消
耗品等は含まな
い。中古農具の導
入も可。

― 4分の1 4分の1

新規就農者住宅確
保支援事業

県外出身者の認定
新規就農者に対し
経営開始後の家賃
の一部を支援する
事業

経営開始後５年以
内の認定新規就農
者で、就農時の年
齢が50歳以上60歳
未満の方等、別途
要件がある。

月額家賃は53千円
を限度とし、1/2補
助。

― 4分の1 4分の1

新規就農定住促進
家賃助成事業

新たに農業を始め
るために市外から
移住し、市内の民
間賃貸住宅に入居
する者に対して家
賃の一部を支援す
る事業

新たに農業を始め
るために市外から
移住し、過去３年
以内に居住実績が
ない者、５年以上
継続して住民登録
し、営農を継続す
ること等、別途要
件がある。

月額は家賃の1/2
補助。限度額2万
円で期間は2年間。
子育て世帯には月
額１万円加算す
る。

― ― 2分の1

新規就農者支援事業について

就農後の経営発展
のために、県が機
械・施設等の導入
を支援する場合、
国が県支援分の2
倍を支援する事業

勝山市内に住所を
有し、就農時49歳
以下の方で、認定
新規就農者である
こと。その他「地域
計画」に位置づけ
られていること等、
別途要件がある。

事業費上限は
1,000万円(経営開
始事業の交付対象
者の場合は500万
円)とし、1,000円未
満は切捨てとす
る。ただし、夫婦で
農業経営を開始す
る場合は、事業費
上限に1.5を乗じた
額を上限額(1円未
満切捨て)とする。

県支援分の2倍 4分の1 ―


